様式安Ｖ－6号

有資格者選任（変更）届
平成    年    月    日
株式会社 本 間 組 殿
会  社  名 
貴作業所における当社受注工事の施工にあたり、資格を必要とする業務に従事する資格者の選任について下記のとおりお届けします。
尚、これらの業務に従事する者には、その間常時、資格証を携帯させ安全作業基準を厳守し、事故のないようにいたします。
注：資格名称欄には別紙「資格一覧表」の名称を記人願います。
記

	工種
	資  格  名  称
	氏名
	年令
	所 属 会 社
	免許・修了証番号

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


（要    領）
1．各工種の法定作業主任者又は、リーダー（職長）を記入のこと。
2．再請負業者を使用し、再請負業者の有資格者を作業主任者等に選任する予定の場合も記入すること。
3．この届出事項に変更があったときは、直ちに書面で通知すること。
4．選任については〔別紙Ⅰ〕、を参照のこと。
〔  別  紙  Ⅰ 〕

資格一覧表

【免　　許】
 eq \o\ad(1．,　　) 普通自動車運転 

 eq \o\ad(2．,　　) 大型自動車運転 

 eq \o\ad(3．,　　) 大型特殊自動車運転 

 eq \o\ad(4．,　　) 火薬類取扱保安責任者（甲・乙） 

 eq \o\ad(5．,　　) 発破技士 

 eq \o\ad(6．,　　) 電気主任技術者 

 eq \o\ad(7．,　　) 電気工事士 

 eq \o\ad(8．,　　) ガス溶接作業主任者 

 eq \o\ad(9．,　　) 移動式クレーン運転士（5ｔ以上） 

10．クレーン運転士（5ｔ以上） 

11．デリック運転士（5ｔ以上） 

12．高圧室内作業主任者 

13．潜水士 

14．危険物取扱責任者（甲・乙・丙） 

15．衛生管理者（第一種・第二種） 

16．小型（    ）級船舶操縦士 

17．（    ）級海技士（航海） 

18．（    ）級海技士（機関） 

【技能講習】 

19．木材加工用機械作業主任者 

20．コンクリート破砕器作業主任者 

21．地山の掘削作業主任者 

22．土止め支保工作業主任者 

23．ずい道等の掘削作業主任者 

24．ずい道等の覆工作業主任者 

25．採石のための掘削作業主任者 

26．はい作業主任者 

27．型枠支保工の組立等作業主任者 

28．足場の組立等作業主任者 

29．建築物等の鉄骨の組立等作業主任者 

30．鋼橋架設等作業主任者 

31．木造建築物の組立等作業主任者 

32．コンクリート造の工作物の解体等作業主任者 

33．コンクリート橋架設等作業主任者 

34．特定化学物質等作業主任者 

35．酸素欠乏危険作業主任者（1種・2種） 

36．有機溶剤作業主任者 

37．床上操作式クレーンの運転（5ｔ以上） 

38．移動式クレーン運転士（5ｔ未満） 

39．ガス溶接作業者 

40．車両系荷役運搬機械の運転 

41．車両系建設機械の運転（整地・運搬・積込み・掘削）

42．車両系建設機械の運転（3ｔ以上基礎工事用） 

43．車両系建設機械の運転（解体用） 

44．ショベルローダー等の運転（最大荷重1ｔ以上）
45．フォークリフトの運転の業務（1ｔ以上） 

46．不整地運搬車の運転（最大積載量1ｔ以上） 

47．高所作業車の運転（作業床の高さ10ｍ以上） 

48．玉掛作業者（つり上げ荷重1ｔ以上） 

【特別教育】 

49．研削といし取替・試運転の業務 

50．アーク溶接等の業務 

51．電気取扱の業務 

52．フォークリフトの運転の業務（最大荷重１ｔ未満）

53．ショベルローダー等の運転（最大荷重１ｔ未満）

54．不整地運搬車の運転の業務（最大積載量1ｔ未満）

55．揚荷装置の運転（5ｔ未満） 

56．立木の伐木（70㎝以上）の処理の業務 

57．チェーンソーを用て行う立木の伐木、かかり木の処理の業務 

58．車両系建設機械の運転の業務（機体重量3ｔ未満の整地・運搬・積込み・掘削・基礎工事・解体用機械で自走できるもの） 

59．車両系建設機械の運転の業務（基礎工事用で自走できないもの） 

60．車両系建設機械の運転の業務（基礎工事用で自走できるものの作業装置の操作） 

61．車両系建設機械の運転の業務（締固め用機械）
62．車両系建設機械の運転の業務（コンクリート打設用）

63．ボーリングマシンの運転の業務

64．高所作業車の運転の業務（10ｍ未満） 

65．巻上げ機の運転の業務 

66．軌道装置の運転の業務 

67．クレーンの運転の業務（5ｔ未満） 

68．移動式小型クレーンの運転の業務（1ｔ未満） 

69．デリックの運転の業務（5ｔ未満） 

70．建設用リフトの運転の業務 

71．玉掛けの業務（1ｔ未満） 

72．ゴンドラ操作の業務 

73．(高気圧)空気圧縮機を運転する業務 

74．(高気圧)送気調節を操作する業務 

75．(高気圧)気閘室への送・排気調整を操作する業務

76．(高気圧)潜水作業者への送気調節を操作する業務
77．再圧室を操作する業務 

78．高圧室内作業に係る業務 

79．酸素欠乏危険場所の作業に係る業務 

80．特殊化学設備の取扱、整備、修理の業務 

81．特定粉じん作業に係る業務 

82．ずい道等の掘削、覆工等の作業に係る業務

【技能士】
83．1級技能士（大工）

84．1級技能士（型枠）
85．1級技能士（鳶）

86．1級技能士（鉄筋）
87．1級技能士（左官）
88．2級技能士（大工）
89．2級技能士（型枠）
90．2級技能士（鳶）

91．2級技能士（鉄筋）

92．2級技能士（左官）
【事業者の選任・指名・その他】 

93．安全管理者 

94．店社安全衛生管理者 

95．安全衛生推進者 

96．救護技術管理者 

97．職長教育修了者 

98．その他（         ）
白　紙







所 長
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